
                              

 

 

外国出願のフロー図（米国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（必須ではない） 

世界公知・公用 

プレリミナリーアメンドメント 

２以上の個別の発明？ 選択指令 

補正書 

ファーストアクション 

意見書・補正書 

ファイナルアクション 

意見書・補正書 

特許査定 

RCE（継続審査） 

 審判 

継続出願(CA) 

分割出願 

一部継続出願(CIP) 拒絶査定 

 

１８ヶ月 

出願公開 

・英語明細書（日本語明細書の場合、２ヶ月以

内に英語翻訳文） 

・IDS（情報開示ステートメント） 

（出願後3ヵ月以内） 

・デクラレーション提出（早い段階が望ましい） 

（有効出願日） 

米国出願 

１年以内 

 優先権 

y 

n 

意見書・補正書 

１年以内（グレースピリオド） 

日本出願 

先発明主義から先願主義へ移行 
・新規性・進歩性は有効出願日を基準に判断 

・下記以外の場合は、有効出願日は実際の出

願日 

・優先権主張出願・仮出願、国内移行出願、

国際出願、国際出願の継続出願、継続出願、

分割出願の場合は、有効出願日はこれらの

うち最も早い出願日 

 

グレースピリオド 
・有効出願日を基準に１年間のグレースピリ

オドが認められる。 

・日本で発明を公知にし、1 年以内に日本出

願し、さらに1年以内に優先権主張して米

国出願しても、新規性は喪失しない。 

米国特許出願料金の内容（2017.4） 

出願料、サーチ料、審査料 $ 1,600 

 100頁を超える分  $400/ 50頁 

 3項を超える独立クレーム $420 /1ｸﾚｰﾑ 

 20項を超えるクレーム   $80/ 1項 

 多項従属クレームある場合 $780 

 

特許発行料 $960 

 

具体的な金額については、特許庁サイト内の「主要

国・機関における特許出願政府費用等一覧表」など

でその時点での最新の額を確認されたい。 

 

スモールエンティティ（個人、500人以下の小企業、

非営利団体）については半額割引 

再発行特許(Reissue Patent) 

クレームを拡張しない訂正→いつでも可 

クレームを拡張する訂正→特許から2年以内 

 

原因となった瑕疵が詐欺的意図のないものであるこ

とを述べる 

３ヶ月以内 

（最高6ヶ月まで延長） 

※日本で新規性が認められるために

は、公知公用から 6 月以内に日本出

願して新規性喪失の例外措置を受け

る必要あり 


